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４つの講習会（再有効）修了後について 

（または都道府県主催の講習会受講） 

【手順】 

① 該当講習会を修了後、再有効登録申請が可能となります。 

② 再有効申請の後に本年度の 

指導者資格登録完了をもって有効となります。 

③ 再有効登録申請は個人、またはチームから申請（資格登録）が可能です。 

個人で申請をする場合は以下を参照ください。 

 

【受講後から再有効登録申請まで】 

① 「資格」の「申請」をクリックします。 

② 保有資格一覧の指導員を選び、下方の「再有効登録申請」ボタンから 

登録申請、お支払いまで完了させてください。 


